
 
 

水稲の登熟不良による規格外米に関する注意喚起について 

 

 

農林水産省作成の登熟不良等被害判定システムにて、被害発生の可能性を分

析したところ、下記の地域・時期にて収穫を予定している組合員の方について登

熟不良による乳白粒等の被害が危惧されることが判明いたしました。 

 そのため、収穫する前に一部の籾殻を外し、乳白粒が半分以上発生している場

合は、収穫前に当組合へ速やかにご連絡いただけますようどうかよろしくお願

い申し上げます。 

 

 

 

1．該当地域     美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町 

 
2．出穂時期    8 月中旬 

 
3．収穫時期    9 月中旬から 9 月下旬 
 

 

 
 


